
保護者様                               令和２年５月２６日  

横浜市立都田小学校  

校 長 鳴 本 敏 子  
 

重要 ６月１日以降の段階的な登校再開に向けたお知らせ 

 

  保護者の皆様、国からの緊急事態宣言以降、一斉臨時休校に対する各ご家庭でのご理解とご協力、

誠にありがとうございます。さて、５月２５日付で緊急事態宣言が解除されたことを受け、横浜市

教育委員会から学校再開に向けて通達がありました。つきましては、６月１日より、横浜市立学校

は段階的に教育活動を再開してまいります。本校でも、感染拡大防止の措置を十分に行った上で、

円滑に再開できるよう準備を進めているところです。 

以下の内容で、段階的に再開する予定ですので、必ずご一読いただきたいと思います。なお、今後

の新型コロナウィルスの感染状況によっては、再度臨時休校の措置が取られることも想定されます。

その場合には、改めてお知らせいたします。 
 

１ 段階的な学校再開について  

（１）日程 

  ・第一期：分散登校による少人数での半日程度の短縮授業 期間 

６月 １日（月）～１２日（金） ※６月２日（火）の開港記念日も登校日です。 
   

・第二期：通常登校による全員での午前授業 期間 

６月１５日（月）～３０日（火） ※この期間の給食はありません。 
   

・第三期：通常登校による全日授業の開始 期間 

７月 １日（水）～ ※給食開始の予定です。 
 

（２）再開にあたっての留意事項 

  次の点に留意した上で、学習活動を再開いたします。 

  ・こまめな教室内の換気の徹底と二か所以上の窓の開放 

  ・人と人との距離が適切に保てるような座席の配置や移動時の隊形の工夫 

  ・近距離での会話、大声での発声への配慮 

  ・石けんによる手洗いとうがいの励行 

  ・消毒液による必要箇所（多くの人が触れる箇所）の消毒 

  など、保健衛生に十分配慮した上で、可能な学習活動を行います。 

 

（３）登校にあたって、各家庭にご協力いただきたいこと 

  感染予防を徹底するため、健康管理がより重要となります。次の点について各家庭でのご協力 

をお願いします。 

  ・飛沫飛散防止のため、必ずマスクを着用させてください。 

  ・毎朝の検温実施と健康観察票記入を習慣づけてください。（６月１日分は５月の健康観察票 

の欄外に手書きで記入し、児童へ持たせてください。６・７月分は１日に配布します。） 

  ・体調不良（発熱・せき・倦怠感・息苦しさ・頭痛等）の場合は、登校を見合わせてください。

無理な出席は控えるよう心がけてください。 

・登校後に体調不良となった場合は、文部科学省及び教育委員会からの通知により、帰宅措置 

となります。保健室での預かりはできませんので、すぐにお迎えをお願いすることになりま 

す。ご協力よろしくお願いいたします。 



（４）持ち物について 

・次の持ち物５点は、どの学年も毎日必ず持参させてください。 

①ハンカチ  ②ティッシュ  ③健康観察票  ④ビニール袋（鼻かみティッシュ入れ）、 

⑤水筒（流し場を水飲み場として極力使用させないため） 

・その他、授業で必要なもの →先日配布した学年だよりをご確認ください。 

 

２ 第一期の分散登校について  

 ６月１日（月）～１２日（金）までは、全校児童をＡ／Ｂの２グループに分け、午前の部と午後の

部の二部制で学習活動を行います。グループ分けの主体は、登校班です。（児童登校の安全確保のため） 

（１）Ａ／Ｂグループ分け 

Aグループ（全 18 班） Bグループ（全 20 班） 

①下薮根２Ｂ   ②下薮根７中里３  

③下薮根１０  ④根岸２Ｂ  ⑤川向１Ｂ 

⑥川向２    ⑦川内    ⑧中里４・６  

⑨中里７    ⑩中里８   ⑪中里９  

⑫東方１-２   ⑬東方２-１   ⑭東方３-１  

⑮八所谷戸３   ⑯坊方２・星谷３Ｂ  

⑰坊方天満宮Ｂ  ⑱学区外 等 

①下薮根２Ａ  ②下薮根５Ｂ・６   

③下薮根１１Ａ ④下薮根１１Ｂ ⑤根岸１Ａ 

⑥根岸１Ｂ   ⑦根岸２Ａ   ⑧新坂 

⑨川向１Ａ ⑩川向３ ⑪中里５ ⑫中里１０ 

⑬東方１-１  ⑭東方１-３   ⑮東方２-２ 

⑯東方３-２   ⑰東方４-１   ⑱八所谷戸１ 

⑲坊方・八所谷戸３  ⑳坊方天満宮Ａ 

※所属の登校班が分からない時は、校外委員さんか学校の校外担当雨宮までお問い合わせください。 

 

（２）登校のパターン 

週ごとに午前と午後の登校を固定し、 翌週に入れ替えます。詳細は以下の通りです。 

期 間 午前の部 午後の部 

６月１日（月）～５日（金） Aグループ Bグループ 

６月８日（月）～１２日（金） Bグループ Aグループ 

 
 

（３）一日の流れ 

午前の部 日 課 午後の部 

8：05 登校（門の開錠） 12：35 

8：15～8：20 手洗い・うがい 12：45～12：50 

8：20～8：30 朝（昼）の会 12：50～13：00 

8：30～9：00 1 時間目 13：00～13：30 

9：05～9：35 2 時間目 13：35～14：05 

9：40～10：10 3 時間目 14：10～14：40 

10：15～10：45 4 時間目 14：45～15：15 

10：45～10：55 簡単清掃・帰りの会 15：15～15：25 

11：00 下校時刻 15：30 

  

※登校後は、それ

ぞれ自分のクラ

スの教室で過ご

します。 
 

※第一期は、児童

への負担軽減の

ため、授業の一

単位時間の目安

を 30 分としま

す。 

 



（４）午前・午後の登校班集合時間について 

午前登校は、８：０５が開門のため、通常通りの集合出発となります。 

午後登校は、１２：３５が開門となります。各登校班の通常の集合出発時刻に、「４時間３０分」を 

足した時刻を午後の集合出発時刻として、各登校班で調整してください。 
 

○例「東方１－２班」の場合 

○午前登校：通常通り 

集合・出発時刻 7：45 →→→（20分間かけて通学）→→→ 正門着 8：05 
   

○午後登校：朝の集合時刻 7：45に「4時間 30分」を足した特別時刻に集合場所へ集合する。 

集合・出発時刻 12：15 ←←←（正門着の 20分前）←←← 正門着 12：35 
 

 ※一年生の下校は、まだ不慣れであるため、各登校班の班長が集合場所まで一緒に帰ります。 

※ご不明な点がありましたら、都田小学校までお問合せください。 
 

（５）教室での座席配置について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）緊急受け入れ対応について 

 休校期間に行っていた校庭開放は終了いたします。緊急受け入れについては、次の通り実施い

たします。ご利用の際はよくお読みいただき、必要なお手続きをよろしくお願いいたします。 

対象：１～４年生のみ 

午後登校の児童のみ、午前中に緊急受け入れを実施。（午後の受け入れはありません） 

申込：従来通り予定表＆申込みが必要です。６月１日に１～４年生児童へ配布します。 

また、このＨＰ上からもダウンロードできます。 

時間：8：15 ～ 8：30 の間に登校させてください。それより前は、午前登校時間となります 

ので時間厳守にご協力ください。（一年生の受け入れは正門まで保護者引率が必要です） 

12：35 に受け入れを終了し、午後登校のそれぞれの教室へ向かいます。 

  連絡：緊急受け入れ利用の日は、午後の登校班集合にいないことになりますので、必ず校外委 

     員さんへ連絡を入れるようにしてください。 
  

（７）キッズクラブ利用児童の対応について 

６月中の放課後キッズクラブ利用対象は、利用区分２の児童のみです。 

次の通り、キッズクラブへと引き継ぎます。 

11：00     午前の部 下校 

11：00～11：30  キッズ利用の児童は控室にて待機 

   11：30          キッズへ移動（お弁当はキッズにて） 
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※緊急受け入れの申し込み

は不要です。（受け入れ児

童との合流はしません） 



３ その他 

 ○ 感染拡大防止や予防にあたっては、学校とご家庭の協力が必要不可欠です。免疫力を高める

ことができるよう、早寝早起きや三食、適度な運動など規則正しい生活を送ることができるよ

う、ご協力をよろしくお願いします。また、児童の健康や登校について、気になることがあれ

ば、遠慮なく学校にご相談ください。（ 都田小学校 ＴＥＬ ９４１－２０４９ ） 

 

 ○ 日常から医療的なケアが必要なお子さんや基礎疾患を有するお子さんの保護者の方は、主治

医の先生と相談するなどして、登校判断をしてください。医師との相談等により、出席を見合わ

せる場合は、欠席扱いとはなりません。 

 

 ○ ７月以降の教育活動や行事の実施、給食の開始、長期休業期間（夏季、冬季、学年末）の変

更等については、また改めてお知らせいたしますので、お問い合わせはご遠慮ください。 


